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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　一対のビード部間をトロイド状に跨るカーカス本体部と、該カーカス本体部から延び、
前記ビード部にてタイヤ幅方向内側から外側に折り返されてなるカーカス折返し部と、か
らなるカーカスを有し、
　前記カーカスのクラウン部のタイヤ径方向外側に、第１のベルト層と、該第１のベルト
層のタイヤ径方向内側に位置する第２のベルト層との２層からなり、前記第１のベルト層
の補強素子と前記第２のベルト層の補強素子とが、層間で互いに交差するようにタイヤ周
方向に対して５°～３０°の角度で傾斜して延びる、傾斜ベルトを備えた重荷重用空気入
りタイヤであって、
　前記カーカス折り返し部のタイヤ径方向外側端は、タイヤ最大幅位置よりタイヤ径方向
内側に位置し、
　前記第１のベルト層の補強素子と前記第２のベルト層の補強素子との最短距離ｄを０．
６４ｍｍ以下とし、
　前記傾斜ベルトのタイヤ径方向内側に、１層の内側ベルト層をさらに備え、
　前記内側ベルト層の補強素子のタイヤ周方向に対する傾斜角度は、前記第１のベルト層
の補強素子及び前記第２のベルト層の補強素子のタイヤ周方向に対する傾斜角度より大き
く、
　前記第２のベルト層の補強素子と前記内側ベルト層の補強素子との最短距離ｄｂは、０
．７０ｍｍ以下であることを特徴とする、重荷重用空気入りタイヤ。
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【請求項２】
　前記傾斜ベルトのタイヤ径方向外側にトレッドを備え、
　前記トレッドの厚さは、２０～３５ｍｍである、請求項１に記載の重荷重用空気入りタ
イヤ。
【請求項３】
　前記傾斜ベルトのタイヤ径方向外側に、１層の外側ベルト層をさらに備え、
　前記外側ベルト層の補強素子のタイヤ周方向に対する傾斜角度は、前記第１のベルト層
の補強素子及び前記第２のベルト層の補強素子のタイヤ周方向に対する傾斜角度より大き
く、
　前記第１のベルト層の補強素子と前記外側ベルト層の補強素子との最短距離ｄａは、０
．７０ｍｍ以下である、請求項１又は２に記載の重荷重用空気入りタイヤ。
【請求項４】
　前記外側ベルト層の補強素子は、タイヤ周方向に対して、３０°～９０°の角度で傾斜
して延びる、請求項３に記載の重荷重用空気入りタイヤ。
【請求項５】
　前記内側ベルト層の補強素子は、タイヤ周方向に対して、３０°～９０°の角度で傾斜
して延びる、請求項１～４のいずれか一項に記載の重荷重用空気入りタイヤ。
【請求項６】
　前記第１のベルト層の補強素子の径をｒ１、前記第２のベルト層の補強素子の径をｒ２
とするとき、
ｄ＋ｒ１＋ｒ２
が２．７ｍｍ以上である、請求項１～５のいずれか一項に記載の重荷重用空気入りタイヤ
。
【請求項７】
　前記第２のベルト層の補強素子のタイヤ周方向に対する傾斜角度は、前記第１のベルト
層の補強素子のタイヤ周方向に対する傾斜角度より小さい、請求項１～６のいずれか一項
に記載の重荷重用空気入りタイヤ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、重荷重用空気入りタイヤに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、例えばトラック・バス等の負荷荷重の大きい車両に用いられる重荷重用空気入り
タイヤにおいては、耐久性の向上や高内圧充填時のタイヤ形状の保持の観点、及び径方向
成長抑制による耐偏摩耗性の向上の観点等から、複数層のベルト層からなるベルトをカー
カスのクラウン部のタイヤ径方向外側に配置している（例えば、特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１４－１８９２４３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、近年においては環境問題への関心の高まりから、タイヤの低燃費性への要求
が高まっており、複数層のベルト層を備える上記のような重荷重用空気入りタイヤにおい
ては、該ベルト層による重量増によって転がり抵抗が増大する場合があるため、エネルギ
ーロスを抑制することにより、転がり抵抗を低減して燃費性を向上させることが希求され
ている。
【０００５】



(3) JP 6654105 B2 2020.2.26

10

20

30

40

50

　このような事情に鑑みて、本発明は、転がり抵抗を低減した重荷重用空気入りタイヤを
提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の要旨構成は、以下の通りである。
　本発明の重荷重用空気入りタイヤは、一対のビード部間をトロイド状に跨るカーカス本
体部と、該カーカス本体部から延び、前記ビード部にてタイヤ幅方向内側から外側に折り
返されてなるカーカス折返し部と、からなるカーカスを有し、
　前記カーカスのクラウン部のタイヤ径方向外側に、第１のベルト層と、該第１のベルト
層のタイヤ径方向内側に位置する第２のベルト層との２層からなり、前記第１のベルト層
の補強素子と前記第２のベルト層の補強素子とが、層間で互いに交差するようにタイヤ周
方向に対して５°～３０°の角度で傾斜して延びる、傾斜ベルトを備え、
　前記カーカス折り返し部のタイヤ径方向外側端は、タイヤ最大幅位置よりタイヤ径方向
内側に位置し、
　前記第１のベルト層の補強素子と前記第２のベルト層の補強素子との最短距離ｄを０．
６４ｍｍ以下としたことを特徴とする。
　この構成によれば、第１のベルト層の補強素子と第２のベルト層の補強素子との間のゴ
ムのエネルギーロスを低減してタイヤの転がり抵抗を低減することができる。
【０００７】
　本明細書において、「傾斜角度」及び「最短距離」は、重荷重用空気入りタイヤを適用
リムに装着し、規定内圧を充填し、無負荷とした、基準状態での傾斜角度及び最短距離を
いうものとする。また、「最短距離」とは、図４に示すように、補強素子の表面間の最短
距離をいうものとする。
　ここで、「適用リム」とは、タイヤが生産され、使用される地域に有効な産業規格であ
って、日本ではＪＡＴＭＡ（日本自動車タイヤ協会）のＪＡＴＭＡ　ＹＥＡＲ　ＢＯＯＫ
、欧州ではＥＴＲＴＯ（Ｔｈｅ　Ｅｕｒｏｐｅａｎ　Ｔｙｒｅ　ａｎｄ　Ｒｉｍ　Ｔｅｃ
ｈｎｉｃａｌ　Ｏｒｇａｎｉｓａｔｉｏｎ）のＳＴＡＮＤＡＲＤＳ　ＭＡＮＵＡＬ、米国
ではＴＲＡ（Ｔｈｅ　Ｔｉｒｅ　ａｎｄ　Ｒｉｍ　Ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ，　Ｉｎｃ．
）のＹＥＡＲ　ＢＯＯＫ等に記載されている、適用サイズにおける標準リム（ＥＴＲＴＯ
のＳＴＡＮＤＡＲＤＳ　ＭＡＮＵＡＬではＭｅａｓｕｒｉｎｇ　Ｒｉｍ、ＴＲＡのＹＥＡ
Ｒ　ＢＯＯＫではＤｅｓｉｇｎ　Ｒｉｍ）を指す。また、「規定内圧」とは、上記のＪＡ
ＴＭＡ　ＹＥＡＲ　ＢＯＯＫ等に記載されている、適用サイズ・プライレーティングにお
ける最大負荷能力に対応する空気圧をいい、「最大負荷能力」とは、上記規格でタイヤに
負荷されることが許容される最大の質量をいう。
【０００８】
　また、本発明の重荷重用空気入りタイヤにあっては、前記傾斜ベルトのタイヤ径方向外
側にトレッドを備え、前記トレッドの厚さは、２０～３５ｍｍであることが好ましい。
　上記の範囲のトレッドの厚さにすることによって、トレッドゴムのボリュームを抑えて
、耐発熱性を向上させ、また、転がり抵抗をさらに低減しうる。
　ここで、「トレッドの厚さ」は、上記基準状態において、タイヤ赤道面位置における、
トレッドの表面からタイヤ内面までのタイヤ径方向の距離をいうものとする。ただし、タ
イヤ赤道面位置において溝が設けられている場合には、その溝がないとしたトレッド輪郭
線を仮想し、タイヤ赤道面位置における、該トレッド輪郭線からタイヤ内面までのタイヤ
径方向の距離をいうものとする。
【０００９】
　また、本発明の重荷重用空気入りタイヤにあっては、前記傾斜ベルトのタイヤ径方向外
側に、１層の外側ベルト層をさらに備え、前記外側ベルト層の補強素子のタイヤ周方向に
対する傾斜角度は、前記第１のベルト層の補強素子及び前記第２のベルト層の補強素子の
タイヤ周方向に対する傾斜角度より大きく、前記第１のベルト層の補強素子と前記外側ベ
ルト層の補強素子との最短距離ｄａは、０．７０ｍｍ以下であることが好ましい。
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　この構成によれば、外側ベルト層によりタイヤの耐久性等をより向上させつつも、第１
のベルト層の補強素子と外側ベルト層の補強素子との間のゴムのエネルギーロスを低減し
て、転がり抵抗の増大を抑制することができる。
【００１０】
　また、本発明の重荷重用空気入りタイヤにあっては、前記傾斜ベルトのタイヤ径方向内
側に、１層の内側ベルト層をさらに備え、前記内側ベルト層の補強素子のタイヤ周方向に
対する傾斜角度は、前記第１のベルト層の補強素子及び前記第２のベルト層の補強素子の
タイヤ周方向に対する傾斜角度より大きく、前記第２のベルト層の補強素子と前記内側ベ
ルト層の補強素子との最短距離ｄｂは、０．７０ｍｍ以下であることが好ましい。
　この構成によれば、内側ベルト層によりタイヤの耐久性等を向上させつつも、第２のベ
ルト層の補強素子と内側ベルト層の補強素子との間のゴムのエネルギーロスを低減して、
転がり抵抗の増大を抑制することができる。
【００１１】
　また、本発明の重荷重用空気入りタイヤにあっては、前記傾斜ベルトのタイヤ径方向外
側に、１層の外側ベルト層をさらに備え、前記傾斜ベルトのタイヤ径方向内側に、１層の
内側ベルト層をさらに備え、前記外側ベルト層の補強素子及び前記内側ベルト層の補強素
子のタイヤ周方向に対する傾斜角度は、前記第１のベルト層の補強素子及び前記第２のベ
ルト層の補強素子のタイヤ周方向に対する傾斜角度より大きく、前記第１のベルト層の補
強素子と前記外側ベルト層の補強素子との最短距離ｄａは、０．７０ｍｍ以下であり、前
記第２のベルト層の補強素子と前記内側ベルト層の補強素子との最短距離ｄｂは、０．７
０ｍｍ以下であることが好ましい。
　この構成によれば、外側ベルト層及び内側ベルト層によりタイヤの耐久性等を向上させ
つつも、第１のベルト層の補強素子と外側ベルト層の補強素子との間のゴムのエネルギー
ロス及び第２のベルト層と補強素子と内側ベルト層の補強素子との間のゴムのエネルギー
ロスを低減して、転がり抵抗の増大を抑制することができる。
【００１２】
　また、本発明の重荷重用空気入りタイヤにあっては、前記外側ベルト層の補強素子は、
タイヤ周方向に対して、３０°～９０°の角度で傾斜して延びることが好ましい。
　この構成によれば、第１のベルト層の補強素子と外側ベルト層の補強素子との間のゴム
の歪エネルギーロスを低減して、転がり抵抗の増大をより抑制することができる。
【００１３】
　また、本発明の重荷重用空気入りタイヤにあっては、前記内側ベルト層の補強素子は、
タイヤ周方向に対して、３０°～９０°の角度で傾斜して延びることが好ましい。
　この構成によれば、第２のベルト層の補強素子と内側ベルト層の補強素子との間のゴム
の歪エネルギーロスを低減して、転がり抵抗の増大をより抑制することができる。
【００１４】
　また、本発明の重荷重用空気入りタイヤにあっては、前記第１のベルト層の補強素子の
径をｒ１、前記第２のベルト層の補強素子の径をｒ２とするとき、
ｄ＋ｒ１＋ｒ２
が２．７ｍｍ以上であることが好ましい。
　上記の範囲とすることにより、より一層転がり抵抗を低減させることができる。
【００１５】
　また、本発明の重荷重用空気入りタイヤにあっては、前記第２のベルト層の補強素子の
タイヤ周方向に対する傾斜角度は、前記第１のベルト層の補強素子のタイヤ周方向に対す
る傾斜角度より小さいことが好ましい。
　この構成によれば、より一層転がり抵抗を低減させることができる。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明によれば、転がり抵抗を低減した重荷重用空気入りタイヤを提供することができ
る。
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【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】本発明の一実施形態にかかる重荷重用空気入りタイヤのタイヤ幅方向部分断面図
である。
【図２】図１に示す重荷重用空気入りタイヤのベルト構造を示す模式図である。
【図３】（ａ）従来の一例の重荷重用空気入りタイヤのタイヤ幅方向概略部分断面図であ
る。（ｂ）本発明の一実施形態にかかる重荷重用空気入りタイヤのタイヤ幅方向概略部分
断面図である。
【図４】第１のベルト層の補強素子と第２のベルト層の補強素子との距離について説明す
るための図である。
【図５】タイヤの負荷転動時におけるベルト層の曲げ変形の中立軸について説明するため
の図である。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　以下、本発明の実施形態について、図面を参照して詳細に例示説明する。図１は、本発
明の一実施形態にかかる重荷重用空気入りタイヤ（以下、単にタイヤともいう）のタイヤ
幅方向部分断面図である。図１は、タイヤ赤道面ＣＬを境界とするタイヤ幅方向の一方の
半部のみを示しているが、他方の半部についても同様の構成である。なお、図１は、タイ
ヤを適用リムに装着し、規定内圧を充填し、無負荷とした状態におけるタイヤを示してい
る。
【００１９】
　本実施形態のタイヤ１は、一対のビード部に埋設されたビードコア間をトロイダル状に
跨るカーカス２のクラウン部のタイヤ径方向外側にベルト３及びトレッド４をこの順に備
えている。
【００２０】
　図１に示す例では、カーカス２は１枚のカーカスプライから構成されているが、必要に
応じて２枚以上のカーカスプライで構成することもできる。カーカス２のコードの材質は
、特には限定しないが、例えばスチールコード等の金属繊維コード等を用いることができ
る。
　なお、カーカス２は、一対のビード部間をトロイド状に跨るカーカス本体部２ａと、該
カーカス本体部２ａから延び、ビード部にてタイヤ幅方向内側から外側に折り返されてな
るカーカス折返し部２ｂと、からなる。タイヤを適用リムに装着し、規定内圧を充填し、
無負荷とした状態において、カーカス折り返し部２ｂのタイヤ径方向外側端２ｂ１は、タ
イヤ最大幅位置Ｍよりタイヤ径方向内側に位置する。
【００２１】
　本実施形態では、ベルト３は、第１のベルト層３ｃと、該第１のベルト層３ｃのタイヤ
径方向内側に位置する（この例では隣接して位置する）第２のベルト層３ｂとの２層から
なる傾斜ベルト３ｂｃと、傾斜ベルト３ｂｃのタイヤ径方向外側に位置する１層の外側ベ
ルト層３ｄと、傾斜ベルト３ｂｃのタイヤ径方向内側に位置する１層の内側ベルト層３ａ
と、の４層のベルト層３ａ～３ｄからなる。なお、本実施形態では、ベルト層の層数を４
層としているが、軽量化の観点からは、外側ベルト層３ｄ及び内側ベルト層３ａのうちの
一方又は両方を設けずに、２層又は３層のベルト層からなる構成とすることもできる。ま
た、タイヤの耐久性の観点からは、傾斜ベルト３ｂｃのタイヤ径方向外側又は内側に位置
するベルト層の層数を増やして５層以上のベルト層からなる構成とすることもできる。あ
るいは、第１のベルト層と第２のベルト層とのタイヤ径方向の間に、他のベルト層を備え
る構成とすることもできる。
【００２２】
　図２は、図１に示す重荷重用空気入りタイヤのベルト構造を示す模式図である。図２に
示すように、第１のベルト層３ｃの補強素子と第２のベルト層３ｂの補強素子とは、層間
で互いに交差するように、タイヤ周方向に対して５°～３０°の角度で傾斜して延びてい



(6) JP 6654105 B2 2020.2.26

10

20

30

40

50

る。図２に示すように、本実施形態においては、第１のベルト層３ｃの補強素子と第２の
ベルト層３ｂの補強素子とが、タイヤ周方向に対して、層間で互いに交差するように反対
向きに同角度で傾斜して延びている。しかし、本発明においては、第１のベルト層３ｃの
補強素子と第２のベルト層３ｂの補強素子とは、タイヤ周方向に対して、層間で互いに交
差するように反対向きに異なる角度で傾斜して延びていてもよい。また、本発明において
は、第１のベルト層３ｃの補強素子と第２のベルト層３ｂの補強素子とは、タイヤ周方向
に対して、層間で互いに交差するように同じ向きに（タイヤ周方向の一方側がタイヤ幅方
向の同じ方向に傾斜するように）異なる角度で傾斜して延びていてもよい。なお、本実施
形態では、補強素子はスチールコードであるが、他の材質のコードやフィラメントを用い
ることができる。
【００２３】
　また、図２に示すように、本実施形態のタイヤでは、外側ベルト層３ｄの補強素子のタ
イヤ周方向に対する傾斜角度は、第１のベルト層３ｃの補強素子及び第２のベルト層３ｂ
の補強素子のタイヤ周方向に対する傾斜角度より大きい。さらに、図２に示すように、本
実施形態では、内側ベルト層３ａの補強素子のタイヤ周方向に対する傾斜角度は、第１の
ベルト層３ｃの補強素子及び第２のベルト層３ｂの補強素子のタイヤ周方向に対する傾斜
角度より大きい。
【００２４】
　また、図２に示すように、本実施形態のタイヤでは、外側ベルト層３ｄの補強素子と内
側ベルト層３ａの補強素子とは、タイヤ周方向に対して互いに交差するように反対向きに
同角度で傾斜して延びている。しかし、本発明においては、外側ベルト層３ｄの補強素子
と内側ベルト層３ａの補強素子とは、タイヤ周方向に対して互いに交差するように反対向
きに異なる角度で傾斜して延びていてもよい。また、本発明においては、外側ベルト層３
ｄの補強素子と内側ベルト層３ａの補強素子とは、タイヤ周方向に対して互いに交差する
ように同じ向きに（タイヤ周方向の一方側がタイヤ幅方向の同じ方向に傾斜するように）
異なる角度で傾斜して延びていてもよい。
【００２５】
　図３（ａ）は、従来の一例の重荷重用空気入りタイヤのタイヤ幅方向概略部分断面図で
あり、図３（ｂ）は、本発明の一実施形態にかかる重荷重用空気入りタイヤのタイヤ幅方
向概略部分断面図である。図４は、第１のベルト層の補強素子と第２のベルト層の補強素
子との距離について説明するための図である。
【００２６】
　従来、重荷重用空気入りタイヤにおいては、重荷重が負荷された状態で補強素子間の接
触によるフレッティング摩耗が生じて補強素子の耐久性が低下する場合があるため、ベル
ト層間での補強素子間の最短距離は比較的大きく確保していた。図３（ｂ）に図３（ａ）
との対比で概略的に示すように、本実施形態のタイヤは、これに対し、第１のベルト層３
ｃの補強素子と第２のベルト層３ｂの補強素子との最短距離ｄ（図４参照）を０．６４ｍ
ｍ以下としたことを特徴とする。
　以下、本実施形態の重荷重用空気入りタイヤの作用効果について説明する。
【００２７】
　本実施形態のタイヤによれば、まず、ベルト３として４層のベルト層３ａ～３ｄを備え
ているため、重荷重が負荷される場合においてもタイヤの耐久性を向上させ、高内圧充填
時のタイヤ形状を保持することができ、さらに径方向成長を抑制して耐偏摩耗性を向上さ
せることができる。
【００２８】
　図５は、タイヤの負荷転動時におけるベルト層の曲げ変形の中立軸について説明するた
めの図である。ここで、補強素子がタイヤ周方向に対して低角度、すなわち、５°～３０
°の角度で傾斜して延びる、上述の傾斜ベルト３ｂｃを備えるタイヤにおいては、負荷転
動時におけるベルト層の曲げ変形の中立軸は、図５に示すように、該傾斜ベルト３ｂｃを
構成する２層のベルト層３ｃ、３ｂの間に位置する。なお、ベルト３が傾斜ベルト３ｂｃ
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のみからなる（すなわち２層のベルト層３ｃ、３ｂのみからなる）場合には、上記曲げ変
形の中立軸は、該傾斜ベルト３ｂｃを構成する２層のベルト層３ｃ、３ｂの間に位置する
。外側ベルト層３ｄ及び内側ベルト層３ａのいずれか一方又は両方を備える３層又は４層
のベルト層からなる構成の場合は、上記曲げ変形の中立軸は、（外側ベルト層３ｄを有す
る場合に）外側ベルト層３ｄの補強素子のタイヤ周方向に対する傾斜角度と（内側ベルト
層３ａを有する場合に）内側ベルト層３ａの補強素子のタイヤ周方向に対する傾斜角度と
が、第１のベルト層３ｃの補強素子及び第２のベルト層３ｂの補強素子のタイヤ周方向に
対する傾斜角度より大きい場合には、該傾斜ベルト３ｂｃを構成する２層のベルト層３ｂ
、３ｃの間に位置する。また、傾斜ベルト３ｂｃのタイヤ径方向外側又は内側のベルト層
の層数が２層以上である場合も同様である。さらに、第１のベルト層３ｃと第２のベルト
層３ｂとのタイヤ径方向の間にベルト層を有する場合においても、該ベルト層の補強素子
のタイヤ周方向に対する傾斜角度が、第１のベルト層３ｃの補強素子及び第２のベルト層
３ｂの補強素子のタイヤ周方向に対する傾斜角度より大きい場合には、上記曲げ変形の中
立軸は、第１のベルト層３ｃと第２のベルト層３ｂとの間に位置する。
【００２９】
　そして、本実施形態のタイヤによれば、上記最短距離ｄを０．６４ｍｍ以下としたこと
により、上記曲げ変形の中心軸と第１のベルト層３ｃの補強素子との距離と、上記曲げの
中心軸と第２のベルト層３ｂの補強素子との距離と、の和を小さくすることができ、傾斜
ベルト３ｂｃの補強素子が受ける圧縮及び引張の力を低減し、第１のベルト層３ｃの補強
素子と第２のベルト層３ｂの補強素子との間のゴムの歪エネルギーロスを低減させて、転
がり抵抗を低減させることができる。
【００３０】
　さらに、本実施形態のタイヤによれば、傾斜ベルト３ｂｃの補強素子が受ける圧縮及び
引張の力が低減するため、補強素子の耐久性も向上させることができる。
【００３１】
　以上のように、本実施形態のタイヤによれば、４層のベルト層３ａ～３ｄにより重荷重
用空気入りタイヤの上記の諸性能を確保しつつも、傾斜ベルト３ｂｃのゴムのエネルギー
ロスを低減して転がり抵抗を低減させることができ、その際に、補強素子の耐久性も確保
することができる。
【００３２】
　ここで、傾斜ベルト３ｂｃのゴムの歪エネルギーロスをさらに低減させて、転がり抵抗
をさらに低減させる観点からは、上記最短距離ｄは、０．６０ｍｍ以下とすることがさら
に好ましい。一方で、補強素子間のフレッティング摩耗を抑制する観点からは、上記最短
距離ｄは、０．５０ｍｍ以上とすることが好ましい。
【００３３】
　ここで、本発明にあっては、本実施形態のように、傾斜ベルト３ｂｃのタイヤ径方向外
側にトレッド４を備え、トレッド４の厚さｔは、２０～３５ｍｍであることが好ましい。
図３（ｂ）に図３（ａ）との対比で示すように、本実施形態のタイヤにおいては、ベルト
層の層間での補強素子間の最短距離を小さくしているため、トレッド表面からタイヤ径方
向最外側ベルト層３ｄまでのタイヤ径方向の距離、及び、タイヤ径方向最内側ベルト層３
ａからカーカス２までのタイヤ径方向の距離を一定に保ちつつも、トレッド４の厚さｔを
薄くすることができる。そして、上記の範囲のトレッド４の厚さｔにすることによって、
トレッドゴムのボリュームを抑えて、耐発熱性を向上させ、また、転がり抵抗をさらに低
減しうる。なお、図１には、図示の範囲で３つの溝がトレッド４に設けられているが、本
発明においては、トレッドパターンは特に限定されない。
【００３４】
　また、本発明にあっては、傾斜ベルト３ｂのタイヤ径方向外側に、外側ベルト層３ｄを
備える場合に、第１のベルト層３ｃの補強素子と外側ベルト層３ｄの補強素子との最短距
離ｄａは、０．６ｍｍ以下であることが好ましい。外側ベルト層３ｄの補強素子と上記曲
げの中立軸との距離を小さくして、外側ベルト層３ｄの補強素子と第１のベルト層３ｃの
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補強素子との間のゴムのエネルギーロスを低減して、より一層転がり抵抗を低減させるこ
とができるからである。ここで、外側ベルト層３ｄの補強素子と第１のベルト層３ｃの補
強素子との間のゴムの歪エネルギーロスをさらに低減させて、転がり抵抗をさらに低減さ
せる観点からは、上記最短距離ｄａは、０．７０ｍｍ以下とすることがより好ましく、０
．６０ｍｍ以下とすることがさらに好ましい。一方で、補強素子間のフレッティング摩耗
を抑制する観点からは、上記最短距離ｄａは、０．５０ｍｍ以上とすることが好ましい。
【００３５】
　また、本発明にあっては、傾斜ベルト３ｂのタイヤ径方向内側に、内側ベルト層３ａを
備える場合に、第２のベルト層３ｂの補強素子と内側ベルト層３ａの補強素子との最短距
離ｄｂは、０．６ｍｍ以下であることが好ましい。内側ベルト層３ａの補強素子と上記曲
げの中立軸との距離を小さくして、内側ベルト層３ａの補強素子と第２のベルト層３ｂの
補強素子とのゴムのエネルギーロスを低減して、より一層転がり抵抗を低減させることが
できるからである。ここで、内側ベルト層３ａの補強素子と第２のベルト層３ｂの補強素
子との間のゴムの歪エネルギーロスを低減させて、転がり抵抗を低減させる観点からは、
上記最短距離ｄｂは、０．７０ｍｍ以下とすることがより好ましく、０．６０ｍｍ以下と
することがさらに好ましい。一方で、補強素子間のフレッティング摩耗を抑制する観点か
らは、上記最短距離ｄｂは、０．５０ｍｍ以上とすることが好ましい。
【００３６】
　同様の理由により、本発明にあっては、傾斜ベルト３ｂのタイヤ径方向外側及び内側の
それぞれに、外側ベルト層３ｄと内側ベルト層３ａとを備える場合には、上記最短距離ｄ
ａを０．７０ｍｍ以下とし、且つ、上記最短距離ｄｂを０．７０ｍｍ以下とすることが好
ましく、上記最短距離ｄａを０．６０ｍｍ以下とし、且つ、上記最短距離ｄｂを０．６０
ｍｍ以下とすることがより好ましい。一方で、各補強素子間のフレッティング摩耗を抑制
する観点からは、上記最短距離ｄａを０．５０ｍｍ以上とし、且つ、上記最短距離ｄｂを
０．５０ｍｍ以上とすることが好ましい。
【００３７】
　また、本発明では、外側ベルト層３ｄの補強素子は、タイヤ周方向に対して、３０°～
９０°の角度で傾斜して延びることが好ましい。外側ベルト層３ｄのタイヤ周方向に対す
る剛性を適度に低下させて、第１のベルト層３ｃの補強素子と外側ベルト層３ｄの補強素
子との間のゴムのせん断変形を抑制して、さらに転がり抵抗を低減させることができるか
らである。同様の理由により、外側ベルト層３ｄの補強素子は、タイヤ周方向に対して、
６０°～９０°の角度で傾斜して延びることがより好ましい。
【００３８】
　また、本発明では、内側ベルト層３ａの補強素子は、タイヤ周方向に対して、３０°～
９０°の角度で傾斜して延びることが好ましい。内側ベルト層３ａのタイヤ周方向に対す
る剛性を適度に低下させて、第２のベルト層３ｂの補強素子と内側ベルト層３ａの補強素
子との間のゴムのせん断変形を抑制して、さらに転がり抵抗を低減させることができるか
らである。同様の理由により、内側ベルト層３ａの補強素子は、タイヤ周方向に対して、
６０°～９０°の角度で傾斜して延びることがより好ましい。
【００３９】
　また、本発明では、第１のベルト層３ｃの補強素子の径（直径）をｒ１、第２のベルト
層３ｂの補強素子の径（直径）をｒ２とするとき、
ｄ＋ｒ１＋ｒ２
が２．７ｍｍ以上であることが好ましい。
　補強素子の径ｒ１、ｒ２をある程度大きくすることにより、より確実に曲げ変形を第１
のベルト層３ｃの補強素子と第２のベルト層の補強素子との間のゴムに負担させることが
でき、上記最短距離ｄを０．６４ｍｍ以下とした効果を得られやすくして、転がり抵抗を
より一層低減することができるからである。
　従って、補強素子の径ｒ１、ｒ２は、０．８～１．３ｍｍとすることが好ましい。
【００４０】
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　また、本発明では、第２のベルト層３ｂの補強素子のタイヤ周方向に対する傾斜角度は
、第１のベルト層３ｃの補強素子のタイヤ周方向に対する傾斜角度より小さいことが好ま
しい。
　これにより、曲げの中立軸を、第１のベルト層３ｃの補強素子と第２のベルト層３ｂの
補強素子との間で、タイヤ径方向内側に若干移動させ、相対的にエネルギーロスの大きい
圧縮側のゴムの変形を引張側より相対的に小さくして、転がり抵抗をさらに低減させるこ
とができるからである。
【００４１】
　ここで、本発明では、図１に示すように、第１のベルト層３ｃのタイヤ幅方向外側端と
第２のベルト層３ｂのタイヤ幅方向外側端との最短距離Ｄを１５ｍｍ以上とすることが好
ましい。ベルト端セパレーションを抑制することができるからである。
【００４２】
　本発明では、図１に示すように、第１のベルト補強層３ｃのタイヤ幅方向の幅及び第２
のベルト補強層３ｂのタイヤ幅方向の幅は、外側ベルト層３ｄのタイヤ幅方向の幅及び内
側ベルト層３ａのタイヤ幅方向の幅より大きいことが好ましい。外側ベルト層３ｄは、外
傷保護の役割を果たすものであり、張力の大きいセンター領域を保護すれば十分であり、
一方で、ベルト層間の引張を低減して転がり抵抗を低減することができるからである。ま
た、偏摩耗性とベルト耐久性との両立の観点から、第２のベルト補強層３ｂのタイヤ幅方
向の幅を最大とすることが好ましい。さらに、外側ベルト層３ｄのタイヤ幅方向の幅は、
第２のベルト補強層３ｂのタイヤ幅方向の幅の４０～６０％程度とすることが好ましい。
突起入力に対する耐久性を向上させるためである。一方で、本発明においては、各ベルト
層のタイヤ幅方向の幅の大小は、図１の実施形態の例には限定されない。
【００４３】
　ここで、図４では、説明の便宜のため、隣接する層間の補強素子が等しい間隔で、かつ
、位相を揃えて配置された例を示しているが、本発明においては、各層で補強素子の打ち
込み数を変更してもよく、また、位相をずらして配置しても良い。
【００４４】
　また、本発明において、タイヤの偏平率は、５０～９０％とすることが好ましい。
【００４５】
　以上、本発明の実施形態について説明したが、本発明は上記の実施形態に何ら限定され
るものではない。また、以下、本発明の実施例について説明するが、本発明はこの実施例
に何ら限定されるものではない。
【実施例】
【００４６】
　本発明の効果を確かめるため、タイヤサイズ３１５／７０Ｒ２２．５の発明例１～９及
び比較例にかかるタイヤを試作して、転がり抵抗、耐偏摩耗性、及び補強素子の耐久性に
関する試験を行った。発明例１～７及び比較例にかかるタイヤは、図１に示すようなタイ
ヤ構造を有しており、表１に示すように、上記最短距離ｄ、ｄａ、ｄｂ、及び上記距離ｄ
＋ｒ１＋ｒ２が異なっている。なお、表１に示さない諸元については、各タイヤで共通し
ている。以下、上記試験の評価方法について説明する。表１において、「傾斜角度」とは
、タイヤ周方向に対する傾斜角度をいう。また、補強素子としてはスチールコードを用い
た。
【００４７】
＜転がり抵抗＞
　国際標準規格ＩＳＯ２８５８０に準拠したフォース法により転がり抵抗を測定した。表
１においては、比較例の評価結果を１００とした指数で相対的に示しており、数値が小さ
い方が転がり抵抗が小さく、性能に優れていることを示している。
＜耐偏摩耗性＞
　上記各タイヤをサイズ９．００×２２．５のリムに装着し、９００ｋＰａの内圧を充填
し、室内ドラム試験機に取り付けて、荷重３９．２ｋＮを負荷し、速度８０ｋｍ／ｈで距
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離１００００ｋｍを走行させた。そして、走行後の各タイヤのトレッドのショルダー部分
での偏摩耗量を測定した。表１において、耐偏摩耗性は、トレッド踏面側からの摩耗深さ
（ｍｍ）と偏摩耗のタイヤ幅方向の長さとを乗じて２で除して得られた値の逆数をとり、
比較例の評価結果を１００とした指数で相対的に示しており、数値が大きい方が、耐偏摩
耗性が良いことを示している。
＜補強素子の耐久性＞
　上記各タイヤをサイズ９．００×２２．５のリムに装着し、９００ｋＰａの内圧を充填
し、室内ドラム試験機に取り付けて、荷重３９．２ｋＮを負荷し、速度８０ｋｍ／ｈで距
離１００００ｋｍを走行させた。そして、タイヤからベルトを切り出してコードの削れ量
を測定した。
　表１においては、比較例の評価結果を１００とした指数で相対的に示しており、数値が
大きい方が補強素子の耐久性が高いことを示している。
　以下、表１に各タイヤの諸元とともに評価結果を示している。
【００４８】

【表１】

【００４９】
　表２に示すように、発明例１～７は、比較例と比較して、いずれも耐偏摩耗性及び補強
素子の耐久性を確保しつつも、転がり抵抗を低減することができていることがわかる。ま
た、発明例２～７は、発明例１よりもさらに転がり抵抗を低減することができていること
がわかる。
【符号の説明】
【００５０】
１：重荷重用空気入りタイヤ　２：カーカス　２ａ：カーカス本体部
２ｂ：カーカス折り返し部　２ｂ１：タイヤ径方向外側端　３：ベルト
３ａ：内側ベルト層　３ｂ：第２のベルト層　３ｃ：第１のベルト層
３ｄ：外側ベルト層　４：トレッド　ＣＬ：タイヤ赤道面　Ｍ　タイヤ最大幅位置
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